
 

令和７年度 

清水海岸侵食対策検討委員会 

 
日時：令和８年３月 12 日（木） 

13 時 30 分～15 時 30 分 

於 ：清水マリンビル５階団体会議室 

（静岡市清水区日の出町 9-25） 

 

議 事 次 第 

 

１ 開 会 

 

２ 挨 拶 

 

３ 議 事 

(1) 令和７年度 事業実施状況の報告等 

(2) 検討事項及び今後の予定 

(3) 関連報告 安倍川総合土砂管理計画 

 

４ 閉 会 

 

                                          

 

＜ 配 布 資 料 ＞ 

 

 議事次第、出席者名簿、配席図、設置規約 

清水海岸侵食対策検討委員会設立趣意書 

資料 1 令和７年度 清水海岸侵食対策検討委員会 会議資料 

資料２ 安倍川からの供給土砂による砂浜回復域の進行状況 

資料３ 令和７年度 清水海岸侵食対策検討委員会 会議資料 参考資料 

資料４ 安倍川総合土砂管理計画について 

 

 

 



 

令和７年度 清水海岸侵食対策検討委員会 出席者名簿 

 

分 野 職 名 氏 名 出欠状況 

学 識 東京大学名誉教授 杉本 隆成 出席 

〃 
一般財団法人 土木研究センター 

なぎさ総合研究所長 
宇多 高明 出席 

〃 東海大学 非常勤教員 山本 吉道 出席 

〃 
国土交通省国土技術政策総合研究所 

河川研究部 主任研究官 
浜口 耕平 代理出席 

地域住民 三保地区連合自治会長 三浦 保 出席 

〃 折戸地区連合自治会長 大石 眞也 出席 

〃 駒越地区連合自治会長 遠藤 賢一 出席 

関係団体 清水海岸侵食災害防止対策促進期成同盟会長 櫻田 芳宏 出席 

〃 清水漁業協同組合 代表理事組合長 薩川 一義 出席 

〃 海辺を考える しおさい 21 理事兼事務局長  櫻田 哲生 出席 

〃 三保の松原・羽衣村 理事長 遠藤 まゆみ 出席 

行 政 国土交通省静岡河川事務所 事業対策官 高橋 正信 代理出席 

〃 静岡県交通基盤部河川砂防局長 山田 真史 出席 

〃 静岡県交通基盤部静岡土木事務所長 伊東 信幸 出席 

〃 静岡市建設局次長兼土木部長 朝比奈 信之 欠席 

 

 

 

  



山本 吉道 杉本隆成 宇多高明 浜口 耕平

● ● ● ●

プロジェクター 清水漁業協同組合代表理事組合長

● 薩川 一義

三保の松原・羽衣村 理事長

三保地区連合自治会長 ● 遠藤 まゆみ
三浦 保 ●

　

折戸地区連合自治会長 ● 櫻田 芳宏
大石 眞也 ●

駒越地区連合自治会長

遠藤 賢一 ● ● 櫻田　哲生

● ● ● ●
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清水海岸侵食災害防止対策
促進期成同盟会長

速
記
席

海辺を考える しおさい21
理事兼事務局長

静岡県交通基盤部
静岡土木事務所長

静岡県交通基盤部
河川砂防局長

（代理出席）
国土交通省静岡河川事務所

事業対策官

(参考人）
静岡理工科大学

准教授

令和7年度　清水海岸侵食対策検討委員会　配席図

 東海大学　非常勤教員 東京大学名誉教授
(一財)土木研究センター
なぎさ総合研究所長

（代理出席）
国土交通省国土技術政策総合研究所
河川研究部　主任研究官

一 般 傍 聴

事 務 局

一 般 傍 聴 一 般 傍 聴



清水海岸侵食対策検討委員会設置規約（案） 

 

(名称) 

第１条 本会は「清水海岸侵食対策検討委員会」（以下「委員会」）と称する。 

 

(目的) 

第２条 本委員会は、清水海岸の現状と課題を明らかにし、今後の侵食対策について

検討することを目的とする。 

 

(構成等) 

第３条 委員会は、別表に掲げる委員により構成するものとする。 

 

(委員長) 

第４条 委員会には委員の互選により委員長を置くものとする。 

２ 委員長は委員会を代表し、会務を総括するものとする。 

３ 委員長に事故等のある場合は、委員長があらかじめ指名する委員が会務を代行

するものとする。 

 

(運営) 

第５条 委員会は、委員長が必要と認めるとき、若しくは委員から要請があった場合

に開催する。また、会議の議長は委員長がこれにあたる。 

２ 委員長が適当と認めた場合には、書面による開催とすることができる。 

 

(事務局) 

第６条 委員会の事務局は、静岡県静岡土木事務所に置くものとする。 

 

(意見聴取) 

第７条 委員が必要と認めるときは、委員以外（参考人）に出席を求め、意見を聴取

することができる。 

 

(情報公開) 

第８条 委員会は原則公開とする。 

 

(雑則) 

第９条 この規約に定めがなき事項については、必要に応じて委員会の承認を得て、

定めるものとする。 

 

 

 



(附則) 

この規約は、平成 18 年６月７日から施行する。 

(附則) 

この規約は、平成 22 年 11 月２日から施行する。 

(附則) 

この規約は、平成 24 年３月 23 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、平成 25 年 10 月 16 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、平成 27 年１月 16 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、平成 27 年５月 20 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、平成 29 年２月 21 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、平成 30 年２月 27 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、平成 31 年２月 25 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、令和２年２月 21 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、令和３年３月２日から施行する。 

(附則) 

この規約は、令和４年４月 12 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、令和５年２月 22 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、令和６年２月 26 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、令和７年３月 12 日から施行する。 

(附則) 

この規約は、令和８年３月 12 日から施行する。 

 

  



（別表） 

清水海岸侵食対策検討委員会名簿 

 

分 野 職 名 氏 名 

学 識 東京大学名誉教授 ◎杉本 隆成 

〃 
一般財団法人 土木研究センター 

なぎさ総合研究所長 
宇多 高明 

〃 東海大学 非常勤教員 山本 吉道 

〃 
国土交通省国土技術政策総合研究所 

河川研究部 海岸研究室長 
柴田 亮 

地域住民 三保地区連合自治会長 三浦 保 

〃 折戸地区連合自治会長 大石 眞也 

〃 駒越地区連合自治会長 遠藤 賢一 

関係団体 清水海岸侵食災害防止対策促進期成同盟会長 櫻田 芳宏 

〃 清水漁業協同組合 代表理事組合長 薩川 一義 

〃 海辺を考える しおさい 21 理事兼事務局長  櫻田 哲生 

〃 三保の松原・羽衣村 理事長 遠藤 まゆみ 

行 政 国土交通省静岡河川事務所長 川嶋 浩一 

〃 静岡県交通基盤部河川砂防局長 山田 真史 

〃 静岡県交通基盤部静岡土木事務所長 伊東 信幸 

〃 静岡市建設局次長兼土木部長 朝比奈 信之 

◎は委員長 

 


